
音更町手数料条例の一部を改正する条例


 

音更町手数料条例（昭和３９年音更町条例第７号）の一部を次のように改正する。


 

別表１７の項中「第８５条第５項」を「第８５条第６項」に改め、同表５０の項中「第

５項」を「第７項」に改め、同項中「長期優良住宅建築等計画」の次に「及び長期優良住

宅維持保全計画」を加え、同項第２号中「又は改築に係る」を「、改築又は建築行為を伴

わない」に改め、同表５１の項中「長期優良住宅建築等計画」の次に「及び長期優良住宅

維持保全計画」を加え、同項第３号中「又は改築に係る」を「、改築又は建築行為を伴わ

ない」に改め、同表５３の項中「長期優良住宅建築等計画」の次に「及び長期優良住宅維

持保全計画」を加える。 

 

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、別表１７の項の改正規定は、

公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２　改正後の別表５０の項、５１の項及び５３の項の規定は、この条例の施行の日以後の

申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の

例による。 

 

 

 

 


